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第６回青森地方最低賃金審議会議事録  

 

１  日 時  令和２年１０月１３日 (火) １３時３３分～１３時５５分 

２  場 所  青森合同庁舎４階 共用会議室 

３  出席者 

【委 員】 公 益 委 員   石岡委員、佐藤委員、飛鳥委員、森委員、戸沢委員 

             労働者委員  赤間委員、秋田谷委員、小枝委員、黒滝委員、野坂委員 

             使用者委員   小笠原委員、田中委員、三上委員、平野委員 

   【事務局】  請園青森労働局長、細田労働基準部長、吉田賃金室長、成田 

賃金係長、長尾厚生労働事務官 

                           

４  開  会 

賃金係長  では、ただ今より第６回青森地方最低賃金審議会を開会いたします。  

本日の委員の出欠状況ですが、齋藤委員が欠席されておりますが、定足

数に達しておりますことをご報告いたします。 

本日の審議会は公開となっておりますので、傍聴人の募集公示をしましたが、

希望者はございませんでした。 

なお、報道機関が入室しておりますことを併せてご報告いたします。 

それでは、以後の議事進行につきましては、石岡会長によろしくお願いいた

します。 

 

石岡会長  はい。それでは、よろしくお願いいたします。最初に、本日の議事録署

名者を指名したいと思いますが、労働者委員からは赤間委員、使用者委員

からは小笠原委員にお願いいたします。  

 

（ 両委員から、了承の声 ） 

５  議 事  

（１）青森県特定（産業別）最低賃金専門部会長報告について  

 ①青森県鉄鋼業最低賃金専門部会長報告  

 ②青森県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最

低賃金専門部会長報告  

 ③青森県各種商品小売業最低賃金専門部会長報告  

 ④青森県自動車小売業最低賃金専門部会長報告  

 

石岡会長     本日は、産業別最低賃金４業種につきまして、金額改正の審議を進めた

いというふうに思っております。  

       まずはじめに、各専門部会の審議が終了いたしましたので、各部会長か
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ら報告をお願いいたします。ただ、電気機械器具等製造業以外は会長であ

るわたくしが部会長でもありましたので、部会長代理から報告をお願いい

たします。  

それでは、まず最初に電気機械器具等製造業の部会長でございました、  

また、他の二つの専門部会におきまして部会長代理を務めていただきまし  

た佐藤委員からお願いいたします。  

 

佐藤委員   それでは、まずわたくしから、９月２９日に審議されました青森県自動

車小売業最低賃金及び９月３０日に審議されました青森県各種商品小売業

最低賃金、さらに、１０月５日に審議されました青森県電気機械器具等製

造業最低賃金について報告させていただきます。  

       はじめに、皆様のお手元に報告書の綴りが配布されていると思いますが、

最初に４ページ目になると思いますが、資料の２番目にあります青森県自

動車小売業最低賃金の改正決定に関する報告書をご覧いただきたいと思い

ます。まず、報告書を読み上げさせていただきます。  

青森県自動車小売業最低賃金の改正決定に関する報告書。  

当専門部会は、令和２年９月１４日、青森地方最低賃金審議会において  

付託された青森県自動車小売業最低賃金の改正決定について、慎重に審議  

を重ねた結果、別紙１のとおりの結論に達したので報告する。なお、本件  

の審議に当たった専門部会の委員は別紙２のとおりである。  

ということで、今の読み上げました次のページ、別紙１です。こちらに、  

最低賃金にかかわる項目がございますが、その中の４番目です。前号の労  

働者に係る最低賃金額ということで１時間８６４円ということです。その  

８６４円という最低賃金で、別紙２の委員により全会一致で結審しており  

ます。  

続きまして、さらに今の別紙１、別紙２の後の３枚目をお開きいただき  

たいと思います  

青森県各種商品小売業最低賃金の改正決定に関する報告書。  

当専門部会は、令和２年９月１４日、青森地方最低賃金審議会において

 付託された青森県各種商品小売業最低賃金の改正決定について、慎重に審

 議を重ねた結果、別紙１のとおりの結論に達したので報告する。なお、本

 件の審議に当たった専門部会の委員は別紙２のとおりである。  

続きまして、別紙１と別紙２になっておりますが、別紙１の項目の中の  

４をご覧いただきたいと思います。前号の労働者に係る最低賃金額１時間  

８２５円ということで、この金額で全会一致で結審しております。  

 また別紙１、別紙２に続いてですが、青森県電子部品・デバイス・電子  

回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定に関す  

る報告書。  

 当専門部会は、令和２年９月１４日、青森地方最低賃金審議会において  
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付託された青森県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通  

信機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、 

別紙１のとおりの結論に達したので報告する。なお、本件の審議に当たっ  

た専門部会の委員は別紙２のとおりである。  

 ということで、別紙１をご覧いただきますと、その４番目です。前号の  

労働者に係る最低賃金額として１時間８３３円ということで全会一致で結  

審いたしました。  

 わたくしからの報告は以上です。  

 

石岡会長   ありがとうございました。それでは続きまして、鉄鋼業専門部会の部会長代理 

を務めていただきました森委員から報告をお願いいたします。 

 

森委員    はい。私の方からは、９月２８日に審議された青森県鉄鋼業最低賃金について

報告いたします。 

       別添資料の１番目に、青森県鉄鋼業最低賃金の改正決定に関する報告書がござ

います。こちらの別紙１の４をご覧いただきますと最低賃金額が「１時間９０３

円」ということで全会一致で結審しています。 

       部会長報告は以上ですが、各専門部会の審議の概要は事務局から提供されてい

る資料３に示されているとおりでございます。また、資料№５、６ページに、最

低賃金改定の状況ということで令和２年度の最低賃金の改定状況が一覧となって

おります。 

以上でございます。 

 

石岡会長   はい。ありがとうございました。ただいまの「部会報告」等について、何か 

ご質問はございますか。 

 

（ 委員の間から、「特になし」の声 ） 

 

（２）青森県特定（産業別）最低賃金改正決定について  

 ①特定（産業別）最低賃金についての審議 

石岡会長  よろしいでしょうか。それでは、お諮りします。 

       ただ今、ご報告がありました、鉄鋼業は、「３円」、電気機械器具等製

造業は、「４円」、各種商品小売業は、「４円」、自動車小売業は、「３

円」、それぞれ引き上げとする、各専門部会長報告のとおり改正すること

に決定したいと思いますが、異議はございませんでしょうか。 

 

（ 委員の間から、「異議なし」の声 ） 

 

石岡会長  ありがとうございました。「異議なし」というお声がありましたので、
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４業種とも専門部会長報告のとおり、本審として決定をすることといたし

ます。 

       次に、「効力発生日」についてですが、例年どおり「１２月２１日」と

することでよろしいでしょうか。 

 

（ 委員の間から、「異議なし」の声 ） 

 

石岡会長  異議がないようですので、「効力発生日」については、令和２年１２月

２１日「指定発効」と決定をいたします。 

       以上の内容で、当審議会として、青森労働局長あてに答申をすることと

いたします。 

 

（各委員に対し、答申文（案）を配布） 

 

石岡会長    ただいま事務局から答申文の案を配布していただきましたけれども、今

一度ご確認をいただきたいと思います。鉄鋼業については、９０３円。電

気機械器具等製造業にきましては、８３３円。各種商品小売業は、８２５

円。自動車小売業は、８６４円ということでございます。 

この答申の案について、何かご意見等はございますか。 

 

（ 委員の間から、「異議なし」の声 ） 

 

石岡会長    よろしいですかね。それでは、この答申文をもちまして、答申をするこ

とといたします。 

 

②改正決定（答申） 

賃金係長  それでは、答申に移らせていただきます。 

       本審議会の石岡会長から、請園青森労働局長に対し、答申をお願いいた

します。 

 

（ 石岡会長から、請園労働局長へ答申文を読み上げ、手交 ） 

（ 各委員に対し、答申文を配付 ） 

 

賃金係長  ありがとうございました。 

       以上をもちまして、答申を終わらせていただきます。 

続きまして、請園労働局長から、お礼の挨拶を申し上げます。 

 

６ 局長挨拶 

労働局長  ただ今、確かに産業別最低賃金４業種につきまして答申をいただきまし
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た。 

産業別の最低賃金につきましては、９月１４日に諮問をさせていただき

 まして、各部会ごとに真摯に議論していただいたところでございます。ま

 た、特にこの産業別最低賃金と申しますのは、労使がイニシアチブをもっ

 て決定するという趣旨での最低賃金でございます。そのような中で本日、

 全会一致をもって、答申をいただいたということにつきましても重ねて御 

礼申し上げたいと思っております。 

今、答申いただきました最低賃金につきましては、先ほどありましたと 

おり、指定日発効という形で１２月２１日発効を念頭に事務処理を進めて 

いきたいと思っております。 

本年度は特にコロナの関係で審議会のやり方等、色々ご迷惑をおかけし 

たところもございますし、議論の中身もやはりコロナに対してどういう観 

点から議論していただくかということにつきまして真摯にご議論いただい 

た結果としてわたくし共としては受け止めております。 

いずれにしましても、この前、答申いただきました青森県の最低賃金、 

並びに今回の産業別の最低賃金につきましては、わたくし共青森労働局と 

いたしまして、県民の方々に対する周知をいろいろな形で、いろいろな媒

  体を通じてやらせていただくということで考えております。是非とも、こ 

こにいらっしゃる委員の方々におかれましても、この最低賃金の周知につ 

きましてご協力をぜひお願いできればと思っております。 

 最後でございますけれども、委員の皆様方のますますの御健勝を祈念申 

し上げまして、御礼の挨拶といたします。 

ありがとうございました。 

 

賃金係長  それでは、引き続きまして、石岡会長に議事進行をよろしくお願いいた

します。 

 

７ その他 

石岡会長   それでは、事務局から資料の説明をしていただけますか。  

 

賃金室長   はい。それでは、資料の説明をさせていただきます。会議次第と資料目

次のついた資料をご覧いただきたいと思います。  

       まず、１ページでございますが、各産業別の専門部会の名簿でございま

して、この部会委員の皆様方に審議をしていただいたところでございます。 

       ２ページ目につきましては、８月７日に審議をお願いいたしました、産

業別最低賃金改定の「必要性有無の諮問」以降の日程を載せてございます。

９月の１４日に必要性ありとの答申をいただきまして、その後、各専門部

会を開催し、４業種とも専門部会結審となったところでございます。  

       資料の３ページ、４ページは、先ほど部会報告の中で森委員の方からも
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ご紹介いただきましたが、各専門部会の審議の経過一覧でございます。  

各専門部会とも、当初は開きがあったのですが、最終的には労使双方の  

歩み寄りによりまして、全会一致で結論いただいたということでございま  

す。改めてお礼を申し上げたいというふうに思います。  

      ５ページが今年度の全国の地域別の最低賃金の改正状況でございまして、

６ページは、部会審議に基づきました今年度の最低賃金改定の状況でござ

います。地域別最低賃金、産業別最低賃金を一覧にしてございます。  

また、７ページは、今年度分を含めました平成２２年以降の引上げの状

 況の推移の表ということになってございます。昨年度までは、非常に高い

 引き上げでございましたが、今年はコロナの影響ということを評価してい

 ただいてこういう状況になったということでございます。  

局長の挨拶にもございましたが、青森県最低賃金につきましては、今月  

３日にすでに発効してございます。この周知につきましては、例年同様、  

行政機関や主要団体あるいは主要な施設等にポスターであるとか、あるい  

は、お手元に配布させていただきましたリーフレット、今年は女優ののん  

さんがモデルになっておりますけれども、こうしたものを送付させていた  

だきます。あるいは、主要な駅にポスターを掲出させていただくというこ  

とを行ったほか、本年は、車内広告ということで、青い森鉄道さん、ある  

いは、青森市営バス、八戸市営バス、それに弘南バス、こちらの方にお願  

いしまして、車内の広告もしております。運転席の後ろにこのような形で  

載っているという写真が資料の中にございます。お金の都合で全車両とい  

うわけにはいかないのですが、もし、バス等乗る機会があれば、こちらの  

車内広告がついていないか運転席の後ろを見ていただければと思います。  

 また、今年は、ＮＨＫさんにもご協力いただきまして、ＮＨＫラジオに  

おきましても、周知の放送させていただいております。１１時５０分から  

ＮＨＫのラジオ第１におきまして、不定期ではありますが、年内いっぱい  

ぐらい流していただけるということなので、これについても非常に県民の  

方への周知につながるのではないかということでございます。  

局長も申し上げましたが、いろんな工夫をしながら皆様に真摯にご議論い  

ただいたこの最低賃金を県民に周知していきたいというふうに考えてござ  

います。皆様のご協力を今後ともよろしくお願いいたします。  

資料に戻りまして、８ページでございますが、本日の答申を得まして、  

これからの発効にいたるまでの流れも付けた表でございます。  

本日の金額改正が終わりますと、答申要旨を公示いたしまして、異議の  

申出を受け付けるということになります。その期間が２８日までというこ  

とです。異議の申出がございましたという場合につきましては、１０月３  

０日の金曜日に第７回審議会、これを設置して開催をし、審議をお願いす  

るということになります。異議申出があった場合は、その時点で各委員の  

皆様にはメール等によりお知らせをさせていただきますのでよろしくお願  
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いしたいと思います。一方、異議申出がないという場合につきましては、  

この１０月３０日の審議会は開催しないということになりますけれども、  

２８日までが申出期間ですので、２９日の朝を目途に申出ありませんでし  

たという確認のメールをさせていただく予定としておりますのでご確認い  

ただければというふうに思います。  

なお、産業別最低賃金につきましては、過去に異議申出が出されたとい

うことはございませんので、付け加えさせていただきたいと思います。  

次に、異議申出期間が経過した後につきましては、こちらの方で官報公

示の手続きをいたしまして、予定といたしましては、１１月１３日に改正

の公示を官報に掲載する予定ということでございます。  

発効日につきましては、先ほどご審議いただきましたとおり、令和２年

１２月２１日の指定発効ということで考えてございます。  

戻りまして、資料の２ページの審議会開催日程をもう一度ご確認いただ

きたいと思います。一番下に、今年度最後の本審議会が３月の予定と記載

させていただいております。異議申出がなく、１０月３０日の本審の開催

がないということになりますと、次の審議会は来年３月ということになり

ます。  

３月の審議会では、翌年度の産業別最低賃金改正に関する意向表明とい

うのが議事になるということでございます。  

ここで改正の意向が表明された業種につきまして、来年の改定のための

調査の対象になってくるということでございます。  

３月の審議会の具体的な日程につきましては、年内終わりか、年初めぐ

らいに、また日程確認により、皆様のご都合を確認した上で設定したいと

いうふうに考えております。  

事務局からの説明は、以上とさせていただきます。ありがとうございま

した。  

 

石岡会長   ありがとうございました。ただ今の、事務局の説明につきまして、何か

ご質問等はございますか。  

 

（  委員の間から、「特になし」の声  ）  

 

石岡会長   特にありませんか。  

それでは、他に事務局から何かございますか。  

 

賃金室長   特にありません。本当に今年度は厳しい審議だったのですけれども、あ

りがとうございました  

 

８ 閉 会 
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石岡会長   それでは、本日の審議会は、これをもって閉会としたいと思います。  

       どうも長い間ご苦労様でした。  

 

 

 

 

 


